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（午後５時００分 開会） 

○小澤生活支援担当課長 定刻となりましたので、ただいまから、令和３年度第２回東京

都ひきこもりに係る支援協議会を開会いたします。 

本日、開催に当たりまして、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出

席くださいまして、誠にありがとうございます。議事に入りますまでの間、進行役を務

めます、生活福祉部の生活支援担当課長の小澤です。どうぞよろしくお願いいたします。 

初めに、会議資料です。資料１から４をあらかじめ送付しております。議事の都度、

落丁等ございましたら、事務局にお申し出ください。 

また、本日の会議ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ウェブ

会議形式による開催としております。また、本日、傍聴の方がいらっしゃいます。会議

資料及び議事録については、後日ホームページに掲載いたします。委員の皆様が御発言

される際は挙手していただき、会長から指名されましたら、マイクのミュートを解除し

た後に、御所属とお名前をお願いいたします。その後、続けて御発言をお願いいたしま

す。なお、発言が終わりましたら、再度マイクをミュート状態にしていただきますよう、

お願いいたします。また、接続状況が悪く、マイクが途切れてしまう場合がございます。

その場合にはカメラをオフにして、マイクのみでお話しいただければと思います。接続

状況を考慮してビデオを停止している場合に御連絡等いただく場合には、チャット機能

も御使用いただければと思います。また、接続状況が悪いという場合が、各端末におい

て発生いたしましたら、ビデオを停止したり、場合によっては一度退室して再度入室い

ただくと、改善する場合もありますので、お試しいただければと思います。 

次に、委員の皆様の出欠について御報告いたします。本日、東京都民生児童委員連合

会の市村委員から、欠席の御連絡をいただいています。 

それでは、これ以降の進行を、笠井会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願い

いたします 

○笠井会長 それでは、議事に入らせていただきます。 

前回は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮してウェブ会議により開催し、３点の

議題について御議論いただきました。１点目は、これまでの議論の整理について、皆様

と共有しました。 

２点目は、ひきこもりに関する支援状況等調査の結果について、事務局から報告し、

皆様方から様々な御意見をいただきました。 

３点目は、ひきこもり当事者の家族への支援について、立正大学の徳丸委員と、ＫＨ

Ｊ家族会連合会の上田委員にプレゼンテーションを行っていただき、皆様から様々な御

意見をいただきました。 

本日の議題は２点予定されておりまして、１点目は、都の今年度の取組について皆様

と共有し、御意見を頂戴したいと思っております。２点目は、提言案について皆様とこ

の場で共有し、御意見を頂戴したいと思っております。 
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それでは、議事の一つ目です。東京都の今年度の取組について、事務局から説明をお

願いいたします。 

○小澤生活支援担当課長 それでは、事務局から、資料２について、都の今年度の取組と

いうことで、御説明いたします。資料２を画面共有いたします。資料の右上、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で、最初予定していたスケジュールから遅れが生じてしまいま

した。関係機関向け支援状況等調査が、令和２年度当初にできずに、秋からの実施にな

りまして、もともとは昨年の秋に提言を予定しておりましたが、１年遅れてしまったと

ころです。そうした中で、協議会の中間のとりまとめを、昨年１０月に出しております。

そうした状況ではありますが、今年度、東京都としては３点ほど、新たな取組を実施し

ています。 

一つは、真ん中の列の一番下にあります、「広告事業の展開」です。新規で予算がつ

いておりまして、こちらは、秋以降に、この後いただいた提言の内容を踏まえまして、

試行実施をしました上で、来年度以降につなげていきたいと考えています。 

次に、右上にあります、「地域におけるネットワーク構築支援事業」です。こちらは、

ひきこもりサポートネットと区市町村の担当部局と、顔の見える関係をつくりまして、

今年度はモデル的に１０区市と実施したいと考えております。ひきこもりサポートネッ

トと区市町村の担当部局と、日常的な連携につなげていきたいと考えています。 

三つ目は、その下の、「ひきこもりに係る支援者等育成研修」です。こちらは、もと

もとひきこもりサポートネットが行っていた研修を、今年度から、区市町村の福祉保健

部門とつながりが強い、東京都福祉保健財団に委託をして、来年度以降の研修の充実に

つなげていきたいと考えています。以上です。 

○笠井会長 御説明いただきまして、ありがとうございました。それでは、今年度のこの

東京都の取組について、御発言のある方は挙手でお願いいたします。いかがでしょうか。

上田委員、どうぞ。 

○上田委員 都の今年度の取組と（２）の提言案と、リンクする部分がありますので、２

番の提言案の説明を伺ってから発言したいと思います。手を挙げたのですが、すみませ

ん。 

○笠井会長 では、その際に、御発言いただければ結構です。また、どうぞよろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。林委員、どうぞ。 

○林委員 はい、一つだけお話ししたいのが、新規や再構築、それから全てにおいてです

が、これまでもお話させていただいているとおり、当事者や家族会などの意見をできる

限り取り入れた上で、新しい事業を行っていただきたいということがあります。また、

その様々な事業についても、中身をしっかりと必要とされる人に届くものにするために

も、丁寧につくっていかないといけないと思いますので、その辺りをよろしくお願いし

たいということ、その１点だけです。ありがとうございます。 
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○笠井会長 林委員、ありがとうございます。今の林委員の御意見に対して、東京都から

何か御発言ございますか。 

○小澤生活支援担当課長 ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。この

協議会でも、やはり当事者会、家族会、そういった方々、それから委員の皆さんからの

意見を聞きながら実施することの重要性は、非常に痛感しております。今年度も、いろ

いろとアドバイスをいただきながら、実施してまいりたいと思います。また、いろんな

広報物のデザインなども、とても大事であるという話も伺っております。いろいろと試

し試し実施していきながら、協議会にも、また、御報告してまいりたいと考えています。

どうぞよろしくお願いします。 

○笠井会長 ありがとうございます。ぜひ、当事者や御家族と関係団体の御意見を、取り

入れていただければと思います。 

ほかにいかがでしょうか。向山委員、どうぞ。 

○向山委員 練馬区保健所の向山です。研修について後で申し上げようかと思っていたん

ですけども、ここで出ていますので、１点お願いがあります。今、私たちは、自殺のゲ

ートキーパー研修を実施しておりますけれども、実際にはフォローアップができていな

いので、現実にその研修を受けられた方が、事例にどういうふうに関わっているのかと

いうことが、評価をできたり、あるいは、またその方々がどんなふうに活動されている

のかということが、次のステップに関われるよう、やってやりっ放しというふうになら

ないように、ぜひ、もう御検討いただいていると思いますが、よろしくお願いします。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

ほかに御意見いかがでしょうか。徳丸委員、どうぞ。 

○徳丸委員 ２番目に上げられております、地域におけるネットワーク構築支援事業につ

いて、意見を述べさせていただきます。どの事業も大事ですけれども、この事業は、非

常に大事な事業だと感じております。この事業は、区市町村に対して、ひきこもりサポ

ートネットが啓発などしていく事業かと思いますけれども、自治体に対して民間団体が

働きかけを行うことは、なかなかハードルが高い部分があるのではないかと感じており

ますので、都庁の大きな支援が必要かと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

○笠井会長 ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。上田委員、どうぞ。 

○上田委員 まず、当事者、家族向けの相談支援を行っている「ひきこもりサポートネッ

ト」の運営について、先ほど林委員が言われていましたが、本当に当事者、家族が必要

としている支援にリーチしているのかという、やはり効果の検証をどこまでされている

かの情報共有を、ぜひしていただきたいと思っております。この訪問も、東京都ひきこ

もりサポートネットは５回まで無料と聞いておりますが、その訪問に対して、家族や本

人、また特に家族会で多いのは、５回は無料なのに、その後が有料になってしまうんで
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すかという質問が多くあります。そうすると、やはり、経済的な面で支援を受けられな

い、では、やはり無理なんではないかということで、家族会に相談に来られたり、いろ

んなケースがあると思います。そういった現在のひきこもりサポートネットの運営につ

いて、ぜひ、現状の成果や効果を教えていただける機会を、設けていただきたいと思っ

ております。 

また、新規の広告事業の展開について、本当に必要な事業だと思っております。特に、

言葉の受け取り方一つで、やはり、相談してもいいんであろうかと、相談に躊躇してし

まう方が少なくないと思っております。そこに、断らない、丸ごと受け止めます、一人

ひとりのどんな小さな声でも受け止めますという、やはりその姿勢が、ホームページや

各広告にきちんと表れていただきたいと思っております。その中で、例えば、御兄弟、

御家族、御本人も、こういうケースでこういう相談が寄せられているんだという相談内

容の御紹介ですとか、あと、どんなに小さなことも、本当に何でも丸ごと受け止めます

というような、何でも断らない相談ですというような、そういった言葉がけは本当に必

要であると思います。 

それから、早期に適切な支援につなげるサポートネットの運営の中で、東京もいろん

な資源がございますので、そこの資源をコーディネートできるコーディネーターの育成

というのは、本当に要になってくるのではないかと思っています。複合的な困難を抱え

る方が、適切な支援につながるために、そこの橋渡しをしていく方が、本当に重要な役

割になってくるかと思っております。 

また、地域におけるネットワーク構築支援事業の再構築、ここにはぜひ、地域資源の

中に、家族の孤立を防ぐ、地域の受け皿となる地域家族会、後で提言案でも申し上げま

すが、やはり家族支援、家族相談の部分で、地域家族会も、ぜひこのネットワークの中

に含めていただきたいと思っております。 

最後に、ひきこもりに係る支援者等育成研修でございます。こちらの育成研修に関し

ても、先ほど林委員がおっしゃっていた、当事者や家族の声を聞くために、そういった

当事者・家族や、ピアサポーターといった経験を持つ者の体験発表や、気づきからどう

いう回復を経てきたかという、そのような事例の発表なども、この育成研修に、ぜひ含

めていただきたいと思っております。また、そこから適切なアセスメントの指標や、ア

セスメントのプロセスなどについても、協議していく場を望んでおります。以上でござ

います。 

○笠井会長 上田委員、様々な貴重な御意見ありがとうございました。東京都でも検討し

ていただければと思います。どうぞ。 

○小澤生活支援担当課長 事務局の小澤です。今、貴重な御意見をいくつかいただいた中

で、ひきこもりサポートネットの現状に関する話をいただきました。こちらの内容につ

いて、今後も協議会の中でも御説明していきたいと思っていますが、青少年治安対策本

部から福祉保健局に、ひきこもりサポートネットが移管されまして、少しずつ、相談の
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在り方等を、今、委託業者とも話し合いながら、お話のような方向で進めております。

今まではどちらかというと、相談につながった方への対応と、そこから、支援、特に若

者の支援につなげるというところが強かったと思いますが、ここは一つ、東京都ひきこ

もりサポートネットとしても、新しく、これからは本当に、まだ相談につながっていな

い方にいかに支援をしていくかというところと、あとは何よりも、区市町村の相談支援

体制を充実させながら、そこと連携をしていくということが必要だと思います。これら

については、今回の提言も受けて、これから進めていきたいと考えているところです。

また、ホームページも、そういった色合いに変えていく中で、当然、そういうメッセー

ジを打ち出していかないといけないと考えておりますので、引き続き、いろいろな御助

言をいただければと思っております。 

また、研修も、今年度から東京都福祉保健財団にお願いをしております。今までの研

修を引き続いて実施しているというところはありますが、これからは、相談をなかなか

できない方にどうやって支援を届けるかという視点で、研修も充実させていかなければ

いけないと思いますので、その辺り、今回提言をいただいて、その後の、次回以降の協

議会のテーマともなってくるかと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○笠井会長 どうもありがとうございました。それでは、まだ御意見もあるかもしれませ

んが、一旦、会議時間の都合もありますので、一番目の議題はここまでとさせていただ

きます。 

続きまして、議事の２点目、提言案について、事務局から御説明をお願いいたします。 

○小澤生活支援担当課長 では、提言案について、資料３と資料４です。まず、資料３を

御覧いただきたいと思います。資料３は、提言案全体の構成を簡単に御紹介しておりま

す。昨年秋の中間のとりまとめをベースといたしまして、実態調査の結果が得られまし

たので、その結果を踏まえて、再構成をいたしました。第４章の中で、普及啓発、情報

提供と、一人ひとりの状態に応じたきめ細かな支援、切れ目のない支援体制と、三つの

柱が重要であるということを、第３章の現状と課題から導き出すような形で構成をして

おります。また、第５章では、三つの柱から七つの提言を、これも順番等も考えながら、

論理的に記載しております。 

では、本文、資料４を御覧ください。資料４の第１章は２ページから始まります。２

ページから３ページまでは、最近までの国の取組を文章形式で掲載しており、昨年の秋

に国から出ました通知も含めて記載しております。またその後は、３ページから５ペー

ジまで、東京都の取組を記載しております。４ページ目の下辺りには、今年度の取組に

ついても、一部記載しております。 

それから、第２章は６ページ、ひきこもりの定義について、国の「ひきこもりの評

価・支援に関するガイドライン」の定義の後、中段付近、地域共生社会の視点で捉える

ことが大事だということを新たに記載しております。また、６か月以前からの支援も必

要だという視点を、最後に付記しております。 
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続きまして、第３章です。第３章は現状と課題について、まずはひきこもりに関する

支援状況等調査の概要を記載しております。次のページは当事者の状況等を書きまして、

次のページへいっていただいて、協議会の話も踏まえて、調査結果も踏まえて書いてい

ます。10ページでは、コロナの状況を記載しています。 

続きまして、当事者団体、家族会による相談・支援の状況ということで、ひきこもり

ＵＸ会議とＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会での取組について、今までの協議会の議

論の中で御説明いただいたことを記載しております。 

その後は、区市町村の現状について、ひきこもりサポート事業を活用している区市町

村は、まだまだ少ないといった記載をしております。 

また、先行事例ということで、足立区と町田市の取組を記載しております。 

続きまして、第４章でございます。第４章は、ひきこもりに係る支援にあたっては３

つの視点で取り組むことが重要ということで、先ほど述べました３つの視点をここに書

きまして、実態調査と今までの協議会の議論から、これを結びつけてまとめています。

１点目は、「都民及び関係者への普及啓発・効果的な情報発信」について、社会全体へ

のメッセージとしては、偏見や差別的対応を排除して、当事者や家族の孤立を防ぐ観点、

ひきこもりへの偏見は排除しますということを記載しております。それから、当事者や

家族へのメッセージとしては、ひきこもりは誰にでも起こりうる自身の身を守る反応の

一つであるという旨のメッセージを発信して、安心して相談できるようにしていきたい

と考えています。 

続きまして２点目です。「一人ひとりの状態・状況に応じたきめ細かな支援」という

ことで、常に当事者本位の視点を徹底するということと、ストレングスの視点なども触

れています。その後、家族支援の観点、まずは、当事者を支える家族という観点につい

て触れています。 

最後、27ページ、３点目「切れ目のない支援体制の整備」では、地域におけるネット

ワーク構築の重要性について触れております。 

28ページ、第５章です。第５章は最初に３つの視点を基本として、「目指すべき姿」

の実現に向けて７つの取組を進めるということで、すべての関係者が一体となって、目

指すべき姿の実現に取り組むと、そういう形で始めております。そして７つの取組の方

向性を並べまして、一つ一つの話に入ってまいります。 

まず、提言１として、「ひきこもりへの理解促進のための都民や関係者への普及啓

発」です。この後、各提言それぞれに目指すべき姿というものを並べておりまして、提

言１では、ひきこもりへの偏見や差別的な対応がなく、地域において人と人とのつなが

りや助け合いの重要性が浸透しており、当事者や家族が安心して相談・支援を利用でき

るとしていまして、都と区市町村が取り組むべき事項を記載しています。 

次に29ページ、提言２です。提言２は、「相談窓口の明確化と当事者・家族に適切に

届く効果的な情報発信」としまして、目指すべき姿は、身近な地域において、相談窓口
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が明確化・周知されており、当事者や家族が、必要な時にそれぞれの状況にあった相

談・支援を求めるための情報を得ることができるとしています。 

続きまして、30ページです。提言３は、「身近な地域における相談体制の充実と適切

な支援機関の紹介」ということで、ここでは目指すべき姿として、身近な地域において

相談ができる体制が構築されており、当事者や家族が、安心して相談・支援を利用でき、

適切なアセスメントを受けることができるということで、二つ目の柱は、アセスメント

のところから入っています。 

31ページに移ります。31ページ、提言４は「多様な社会参加の場の充実」ということ

で、こちらは、当事者や家族が、人と人とのつながりなどを通じて、自己肯定感、自尊

感情を取り戻し、生きる意欲を高め、社会とつながることができることを、目指すべき

姿としています。こちらの章では、就労ありきではなくて、自己肯定感、自尊感情を取

り戻すという観点で、いくつか取組を記載しています。 

提言５は、「当事者・家族との信頼関係の構築と継続的支援」です。こちらの目指す

べき姿は、身近な地域において、当事者・家族それぞれの状況に応じて、支援機関が寄

り添いながら継続して支援する体制が整っているという観点で記載をしていまして、ア

ウトリーチについては考慮が必要であるとか、社会参加に向けて、その後も支援の継続

などの配慮が必要などを記載しています。 

次のページに行きまして、提言６です。提言６は、「当事者・家族に寄り添う相談

員・支援員の支援スキルの向上」ということで、提言３から５までを実現するに当たっ

て、目指すべき姿としては、身近な地域において、相談員・支援員が、当事者や家族に

寄り添い、適切に支援を行うことができると、こういう姿を目指してまいりたいと考え

ています。 

最後に33ページの下、提言７でございます。「地域における連携ネットワークの構

築」ということで、当事者や家族が身近な地域において必要な支援が受けられるよう、

多様な関係機関同士が十分に連携していると、こういった姿を目指してまいりたいと考

えています。 

最後に35ページ、「おわりに」です。こちらには、これまでの検討状況を記載した上

で、丸の三つ目、今後、都内の全ての区市町村において、ひきこもりに係る支援が具体

化されるように、東京都は区市町村の取組状況を確認し、好事例を共有しながら、幅広

い人材育成と支援を進めていく必要があると記載しています。提言について、簡単な説

明ですが、以上です。 

○笠井会長 御説明ありがとうございました。 

それでは、この提言案に対して、御発言のある方、お願いいたします。先ほど、上田

委員、提言のところでも御意見をいただけるということだったので、よろしかったら、

どうぞ。 

○上田委員 ありがとうございます。まず、提言案を聞いていて、このような目指すべき
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姿になっていけば、本当にすばらしいことだと思っております。そこで、幾つか気づい

た点を述べさせていただきます。 

まず、17ページについて、ＫＨＪとＵＸ会議の取組を取り上げていただきました。こ

ちらですが、ＫＨＪの取組の中で、やはり一番大事にしているもう一つの柱を、加えた

いと思っております。それは、地域で孤立しない地域家族会です。その地域家族会では、

ひきこもり経験のある本人や親が、ピアサポーターとなり、居場所や家族会で活動して

います。彼らは自分の経験を基に、一人ひとりの心情に寄り添い、悩みに共感し合って、

自分の経験的知識から得た気づきを語ったり、本人や家族が今必要な情報提供や、おし

ゃべりや、そういった茶話会などを通じて、自然に、押しつけでないアドバイスをした

りもしています。また、息長く、本当に切れ目のないといったところで、本人、家族の

ペースで寄り添い続けていけることが強みであると感じておりますので、そこも加えて

いただけるとありがたく存じます。 

続きまして、25ページの、社会全体へのメッセージについて、本当にここは、一般の

方に偏見を少しでもなくしていっていただける、非常に重要な情報発信になると思うん

ですが、一つ追加の御提案といたしまして、まず、ひきこもりは状態像であります。ひ

きこもりだから問題だというふうに、ひきこもること自体を問題視するのではなく、ひ

きこもらざるを得ない状況、ひきこもることで生じる困り事に、まずは耳を傾ける。そ

して悩んでいても、困っていても、ＳＯＳを出せずにいる心情に理解を向けるというと

ころが重要だとおもいます。あの人はひきこもっているからと、悪いものを見るかのよ

うな目で問題視をするのではなく、ひきこもらざるを得ない状況からの困り事に、まず

耳を傾けるというところを、追加していただきたいと思います。 

お時間もありますので、次に参りますと、26ページ、家族支援を取り上げていただい

ております。ここはきめ細かな支援というところの状態、状況に応じたきめ細かな支援

に何が必要かといった視点で、家族支援の部分について、３項目追加できればと御提案

いたします。まず、家族も複合的な課題を抱えている場合があり、支援を必要としてい

ます。また、家族関係のこじれから、心労や傷つき、将来への不安や焦りも強くありま

す。そういった家族が、まず落ち着いて心のゆとりを回復させるために、家族の一人ひ

とりの心情に寄り添った家族相談が、非常に重要であるということを追加していただき

たいです。 

もう一つは、先ほど提言にもありましたが、やはり、本人に唯一接することができる

家族が、本人の状況を理解して、本人が生きようと思う意欲を取り戻していく回復過程

を、家族も知っていく必要があると思っています。そういう身近に接する家族が、早期

に適切な関わり方を得ていくような、親の学習や講座などの学びの場が必要であると思

います。親の学習を通じて、家族も本人との良好な関係を少しずつ取り戻していくこと

で、家族も安心感や自尊心を取り戻し始めます。そうすることによって、本人が第三者

や外部の支援や資源とつながりやすくなっていく、このプロセスも追加していただける



9 

とありがたいです。 

最後に、家族支援の手法について、家族会だけでなく、家族グループや家族教室など

への参加が有効であるという点です。家族が社会から孤立せず、支援と途切れないため

には、家族同士支え合ってエンパワメントしていく場が必要不可欠であるということ、

ひきこもりは本当に息の長い伴走的な支援が必要です。本人を不安と焦りで追い詰めて

しまわないために、家族も、途切れない回復の場所、居場所が必要なんです。そこに希

望を、また明日から頑張ろうという希望を見いだしていける、そこに都内のひきこもり

の地域家族会が連携して行っている。地域家族会の連絡協議会の情報なども、掲載がで

きるとありがたいなと思っております。そういったところからのきめ細かい支援につい

て、ぜひご理解いただき、支援に関わる方、自治体の方皆さんにも広く知っていただき

たいと思っております。 

あと、短くすみません。28ページの普及啓発、29ページの情報発信、30ページの適切

な支援機関の紹介について、先ほども申し上げましたが、ひきこもりサポートネットの

ホームページから、相談に訪れる方、これからもコロナ禍でも多くいらっしゃると思う

のですが、やはり、現在は若者の色がちょっと強い。また、外部のリンクが、就労関係

の団体のリンクが非常に集中してしまっておりまして、就労への不安がある方には、な

かなかアクセスしづらい内容になっているかなと感じています。居場所の情報や学びた

い人の、自分も何か学びたいと思っている方、それから、働く前にボランティアなどを

してみたいといった、その人一人ひとりに合った多様な社会参加の情報を、ぜひ掲載し

ていただけるような情報発信を望んでおります。以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○笠井会長 上田委員、どうもありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。林委員、どうぞ。 

○林委員 私から２点お話をさせてください。 

その前に、全体を通して読んだときに、長年、不登校、ひきこもりに関わってきた者

としては、本当にここまでようやくたどり着いたというか、本当にすばらしい中身だな

と思って、非常にうれしく感激しています。よくこれをつくってくださったということ

を、とてもうれしく思っていますので、そのことはまずお伝えしたいと思います。本当

にありがとうございます。 

その上で、２点なんですけれども、６ページ目の一番下のところに、６か月を経過し

てから支援を行うのではなく、６か月以前から必要に応じて適切な支援が必要であるこ

とを付記しておくという一文がありますが、これは、確かにそういう面もあるかなとは

思うんですが、これを載せる必要があるかなというところが引っかかっています。これ

を取ってくださいということではなくて、ちょっと引っかかっているという感じです。

あえて、６か月より前に支援が必要ということを言う必要があるかどうかというのが、

ちょっと気になっているところです。個人的には、６か月くらいはゆっくりしていたい
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ので、誰からもあまり何も言われたくないなというのはあるかなと感じたところです。 

それからもう１点は、提言７にあります、地域における連携ネットワークについて、

これは本当に大切だと思っていて、今日もお話に出ましたように、ひきこもりサポート

ネットを通じてだとしても、やはり地域の中で支援の窓口にたどり着く、近いところで、

というのはとても大事だと思うんですね。ですが、私も今、都内のいくつかの市と連携

させていただいている中で、やはり自治体によって温度差があるんですよね。どこの市

にも、ひきこもりの人がいないわけは絶対にないんですけれども、お話をしていると、

いや、誰も相談に来ないし、うちの市にはほとんどひきこもりはいないんじゃないかと

思っていそうなことを、感じることもあります。ですので、23区、それから市町で、こ

の連携を進めていく上で、都に本当にプッシュしていただきたい。どこの自治体にもひ

きこもりの人は絶対にいるし、支援が必要なんだということを、言っていただけたらな

ということを思いました。以上です。ありがとうございます。 

○笠井会長 林委員、どうもありがとうございました。 

いかがでしょうか。東出委員、どうぞ。 

○東出委員 中部総合精神保健福祉センターの東出です。先ほど、上田委員や林委員がお

っしゃったような、特に第４章は、基本的考え方として、御本人主体のメッセージを強

く出してくださっているのではないかと思います。私のほうでは、アウトリーチに関す

る部分ですが、32ページの提言５の中に、アウトリーチの在り方に関して書き込まれて

いるかと思います。提言３に当たるかと思うんですが、アウトリーチ体制、まだまだ整

備されているとは言い難いのではないかと思います。ですので、支援体制の構築という

提言３の中に、身近な地域における継続的なアウトリーチ体制の整備を、入れていただ

けるといいかなと思いました。 

あと、もう１点なんですが、提言４の、多様な社会参加の場の充実について、とても

いい内容で、読み間違える人はいないと思うんですが、社会参加をしなければならない

みたいに、提言を受け止められると困るかなというところで、初めの丸の、社会とつな

がる機会を増やすことは、という辺りのところで、なお書きで結構ですので、多様な生

き方を尊重し、社会参加においては本人の意思に沿って進めることが前提であるという

ような、社会参加をしない生き方もあるというところも、必要かなと思います。もちろ

ん、情報提供や働きかけという点では、もちろん孤立しない支援というのは大事なんで

すが、つながっていなければいけないみたいなメッセージに、取られなければいいかな

と思いました。提言４の中で、32ページに、就労に関するところもありますけれども、

特にコロナ禍ということもあって、コロナ禍の前から、在宅での仕事、ひきこもってい

る方でやっていらっしゃる会社ですとか、そういうところも出てきたり、多様な働き方

に、在宅での仕事などというのも、はっきり打ち出していただいてもいいのかなと思い

ました。以上です。 

○笠井会長 貴重な御意見、ありがとうございました。 
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ほかにいかがでしょうか。斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員 ありがとうございます。私も、今回の提言、非常にすばらしいと感じました

し、ぜひともこの内容に関しては、いろんな自治体で部分的にも共有できればと思いま

す。その中で、細かいところですけれども、29ページ、民間事業者のトラブルに関して

なんですけれども、実際問題、これについてどこまで対応が可能かというところが、疑

問だったんですよね。つまり、問題事業者の名前を上げて情報共有するということが、

果たしてどこまで可能かというところが、いろいろ疑問がありまして。もちろん、利用

者から提訴されたりとか、告訴されたりとかそういう状況があって、その後でやる分に

は問題ないかもしれませんけれども、例えば、被害届があった段階で、果たしてそこま

でできるかどうかというところが、私はしてもいいと思うんですが、都としてできるか

どうかというところが、非常に懸念するところだったので、具体的にどのようにするの

かということが、もうちょっと書き込んでいると分かりやすいかなと思いました。 

もう２点あるんですけれども、一つは、今回、切れ目のない支援ということが非常に

強調されていて、これは非常にすばらしいと思うんですが、私が懸念しております最大

の懸念は、やはり親亡き後です。親亡き後の言及がいくつかありますけれども、最大の

問題はやっぱり、経済的な活動が停止してしまうということで、我々としては、ライフ

プランを、ファイナンシャルプランナーの協力で早い段階で策定して、それで経済的な

サポートをどこまで継続できるかということを検討するということまでやっております

し、もちろん、どこの時点で福祉サービスを利用するかということも検討しているんで

すけれども、こういった提言にちょっと書きづらいことかもしれないんですが、やはり

切れ目のない支援をうたう以上は、もう８０５０という言葉が出てきておりますように、

親亡き後の問題は、もう目前に迫っているということが考えられるわけですね。実際に

親御さんが亡くなった後は、これはもう、福祉サービスを頼るしかないという状況が考

えられるわけです。ただ問題は、私どもの経験の範囲で言いますと、ひきこもり当事者

は非常に自責感が強くて、自分から積極的にサービスを利用できる人が、非常に少ない

と思います。そういった方がサービス利用を諦めてしまいますと、結局、孤独死とか衰

弱死とかそういうケースが待っている。これは、切れ目のない支援をうたう以上、避け

なければならない事態だと思うんですが、これを避けるためには、やっぱり、はっきり

と、親亡き後は福祉サービスにつなぐこともあっていいと。例えば、彼らは、親御さん

が年金保険料を払っていますので、65歳以上だったらいわゆる年金を受けられるという

こともありますし、生活保護というのも考えていいと思うんですけれども。そこまで踏

み込んで書くのが問題という考え方もあるかもしれませんが、私は、切れ目のない支援

をうたう以上は、親亡き後を視野に入れないということはあり得ないと思いますので、

場合によっては、そういったサービスを受ける支援もやりますよということを、取り入

れてもいいんじゃないかと考えております。 

それからもう１点です。家族支援が触れられているのがもちろんいいんですけれども、
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若干、記述が薄いと思います。家族支援ひきこもり支援の中核部分に当たるかなと思う

ところもあって、いまだに医療機関が家族相談を受け付けないことは大いに問題だとい

う気はしているんですけれども、それは置いておきまして、もうちょっと、家族支援の

在り方に関して、記述を厚くしてもいいんではないかなと考えております。もちろん、

家族会とか家族教室とかそういったところに支援するというやり方もありなんですけれ

ども、支援者が家族を支援する場合の基本的な方針というのは、どうあるべきかみたい

なことについても、ある程度記述してあってもいいのかなというふうに思いました。以

上です。 

○笠井会長 斎藤委員、どうもありがとうございました。 

いかがでしょうか。中島委員、どうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。文京学院大学の中島です。家族支援について、私も

大事だと思っておりまして、この協議会でも議論になったと思うんですけれども、どう

しても支援する側にお金が出るという形が、どうしてもあって、相談機関に対する補助

もそうだと思うんですけど、思い切った支援者への、いわゆる家族、家族や当事者を支

援するというメッセージからすると、もっとそこに支援が届くといいますか、お金が行

くようなメッセージがあってもいいかなと、正直思っています。当事者活動や家族の活

動に支援が、通常は福祉の予算というのは、相談窓口ですとか何かの事業につくという

ことが多いんですけども、なぜこんなことを言うかというと、やはりまだ、窓口が問題

を見るという視点が強いですよね。問題を見て、問題を解決。人を見るよりも問題を見

てしまうところがあったり、あるいは、様々な指摘をされているように、ひきこもりと

いうことを問題視してしまって、アプローチしてしまうというところが強いので、そこ

をやはり転換しないと、せっかくネットワークをつくっても、いい相談ができないとい

うことになってしまうので、この部分は少し、提言に盛り込むのか、今後の都の事業に

どう入れ込むのかというのは、少し中長期でもいいと思うんですけども、御検討いただ

きたいなと思ったのが１点です。 

２点目は、６か月未満の支援について、林委員からは、もう少しゆっくりしてもいい

んじゃないかという御意見もあって、そうとも思うんですけど、私としては、必要に応

じてというところで、６か月前の支援、例えば、仕事の人間関係でひきこもり始めた人

などは、早めの支援がいい場合もあるので、そこは少し柔軟に書いていただいてもいい

かなと思いました。御検討いただければと思います。以上です。 

○笠井会長 ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。中村委員、どうぞ。 

○中村真理委員 私からは２点ほどお話をさせていただきたく思います。 

まず、34ページの様々な関係機関との連携づくりについて。身近な地域において、相

談体制の充実とともに、多様な関係機関による連携づくりを推進する必要がある、身近

な地域で行政サービスが受けられることには大変なメリットがあるということ。身近な
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地域で支えがあることの重要性ということもあるんですが、これまでの議論の中で、必

ずしも身近な地域での相談ではなく、隣や遠方での相談であるとか、近いところではか

えって相談しづらいために、ほかの地域に行って相談をすることがあります。実際に私

もそういう体験を、身近で目にしておりますので、そういう意味では、広域な支援体制

とか、相談体制であるとか、就労に関しても、必ずしも身近な地域で就労しているわけ

ではないという事情もありますので、そのような記述がどこかにあるとよいのではない

かと思いました。 

もう１点が、家族会への支援について、斎藤先生からも御指摘があったように、家族

会を維持することが大変である事情について。かなりの手弁当であり、本当にボランテ

ィア活動でやっていらっしゃるし、何らかの補助金を得なければ、自分たちの交通費す

ら、ままならないような状態です。果たして自分たちが責任者というか、世話人を降り

てしまったら、後を継いでくださる方があるんだろうかと。こんなに公共的な役割を担

っていらっしゃる家族会が、例えば、無料で会場を借りることができるとか、八王子市

であれば八王子市の名義を借りて講演会をするとか、そのようなバックアップ、サポー

ト体制、経済的にも、精神的にも、それから場所の提供といったこともハード面とソフ

ト面に関するサポート体制について、どこか言及があるとよいと思いました。以上です。

ありがとうございました。 

○笠井会長 中村委員、ありがとうございました。向山委員、どうぞ。 

○向山委員 何点かあるんですが、窓口の明確化というのは非常に重要で、なかなか相談

にたどり着けない方が多いので、こういう状態であれば、とにかくここで相談を受け止

めますよということが大事なんですが、この協議会の中でも何回も出てきたように、ど

こか窓口を行政で明確化すると、ほかが一斉に後ろを向いて、あそこがあるんだからと

いう形で、引いてしまうことがあるんですね。やっぱりそれが危惧されるので、ほかの

文脈からも読み取れるんですが、ぜひ、重層的な支援の必要性というのを、どこかでき

ちんと入れていただきたいなということが１点です。 

それから、先ほど斎藤委員もおっしゃっていたんですが、医療機関に御家族が相談に

いらしても、なかなか相談を受けていただくことが難しくて、今、東京都で、例えば、

精神科医療連携推進事業という既存の事業があって、研修などを行っていて、いろんな

リストもつくっているんですが、そういった中で、実は家族相談を受けているというと

ころが、そもそも、ひきこもりのそういう調査自体はされていないこともありますので、

既存事業を手厚く、もう一度足元を見直すということは、当事者や御家族のいろんな相

談や行き場、選択肢の広がりという点で非常に重要なので、ここをぜひ強調していただ

きたいなと思っています。 

それから最後に、今、私たち、ほかの分野では、御本人が相談に来てくれたときに、

交通費を支払うようなことで、インセンティブとかを、本当に気軽に、相談に来るに当

たって親御さんからお小遣いをもらうのは、非常に逡巡するような方も多くいらっしゃ
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るので、そういったインセンティブというか、何かできないのかなというようなことも

考えておりました。すみません。まとめてお話をしました。ありがとうございます。以

上です。 

○笠井会長 ありがとうございました。 

ほかにはいかがでしょうか。遠藤委員、どうぞ。 

○遠藤委員 八王子市の遠藤です。自立相談支援機関としての支援活動、それから八王子

市での取組から、幾つかお話しさせていただきたいと思います。 

まず、提言２、相談窓口の明確化について、確かに、今、相談窓口として八王子では、

保健所、子ども家庭支援センター、それから私ども自立相談支援機関が窓口になってい

るんですけれども、ただ実際、ひきこもりの方の相談というのが、例えば、社会福祉協

議会の地域における相談窓口、あるいは民生委員さんというところに上がってくるとい

うことが結構あります。そういう意味では、相談窓口と実際に相談に来られる場所との、

少しずれがある中では、後ほど出てまいりますネットワークづくりの中では、それが一

元化できるというところがあるんですけれども、私は相談窓口を明確化するとともに、

市内のいろいろな相談窓口が、ある意味ゲートキーパーになっていただいて、そういう

ひきこもりの方の御相談があった場合には、私どもあるいは保健所などにつなげていた

だくような中間的な窓口が、もっと地域にいろいろ広がっていくと、相談に来られる親

御さんや当事者の方も、もっと相談しやすくなるのかなというところで、自殺予防など

で今、ゲートキーパーの必要性が高まっておりますので、そういう仕組みが、ひきこも

りの方の御支援にも活用できるのではないかなと思っています。 

それから提言３で、関係機関のネットワーク、連携の重要性、これはもう、申すべき

ことではなく、本当に重要なところなんですけれども、ただ一つ、以前、私からも発言

させていただいた中で、情報の共有という問題があります。それぞれの支援機関が得た

情報は、基本的には守秘義務によって守られなければいけない。ただ、ひきこもりの方

の支援もそうなんですけども、やはり地域支援においては、いかに情報を共有化してい

くか、これもやっぱり重要な問題になります。そういう意味で、東京都で作っていただ

いたリーフレットで、八王子の取組を御紹介させていただいたんですけれども、八王子

で、今ひきこもりの方の支援協議会、各関係機関、家族会の方にも御参加いただいて開

催しているんですけれども、今年度から、社会福祉法の支援会議の枠組みになりました。

支援会議というのは、御本人様の御承諾がなくても情報の共有ができるという仕組みで

すけれども、そういう意味では、ひきこもりの当事者の方、情報共有の御承諾をいただ

くのはかなりハードルが高いんですけれども、事前に情報の共有、それから支援の検討

ができるような、一応枠組みを、今、八王子では構築をしております。ただ、まだ、具

体的にどのように活用するかは検討課題になっているんですけれども、個人情報の管理、

それから情報共有の問題については、かなり重要な問題だと思います。 

３点目なんですけれども、提言４で、多様な社会参加の場の充実ということで、就労
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を希望する当事者には、体験談の共有、生活困窮者自立支援制度の活用などを進めつつ

というところがあるんですけれども、私ども、生活困窮者自立支援制度の中で、就労準

備支援、あるいは就労訓練事業などを実施しております。ただ、参加される当事者に方

は、全てが就労を希望している方だけではありません。地域参加の一つ、社会参加の一

つとして、就労準備支援あるいは就労訓練事業を御利用されている方もいらっしゃいま

す。また、そういう訓練、事業に参加された方が、就労にはつながらなかったけれども、

社会参加ができたというような事例もあります。以前、家族会、当事者団体から、どう

しても私たち、生活困窮者自立支援制度、全て就労支援というような枠組みになってい

るところがあって、提言４のその前にも、全ての方が就労を望んでいるわけではない、

就労ありきの支援というのは、ちょっと弊害がある、最もなことなんですけれども、た

だ私たち実際の支援においては、就労を希望されていない方にも、生活困窮者自立支援

制度の活用を勧めているというところを、少し、お含みおきをいただければと思います。

参考までに申し上げますと、今申し上げました就労訓練事業、地域のいろんな事業者さ

ん、会社さん、団体さんに、ステップアップとしての訓練をお願いしているんですけれ

ども、実は、東京都八王子は中核市ですので、八王子市は独自に事業者さんの認定をさ

せていただいていますけれども、東京都では、もう100以上、事業者の認定をしていま

す。ただ残念ながら、あまり活用されていない。これは東京都だけではなくて、全国で

もそうなんですけれども、逆に八王子では、今、20か所ぐらい認定をお願いしておりま

すけれども、かなり、ひきこもりの方のご支援に活用させていただいて、効果も出てい

るというところもありますので、今後、ひきこもりの方の御支援に当たっては、こうい

う部分の活用というのも、一つポイントになるのではないかなと思っております。以上

です。 

○笠井会長 貴重な御意見、ありがとうございました。 

そろそろお時間が来ておりますので、ほかに、この機会にどうしてもということがご

ざいますでしょうか。では最後に、森委員、どうぞ。 

○森委員 時間が押しているところ恐縮です。手短に済ませます。６ページで、今回、地

域共生社会という関係のことを取り上げていただいたことは、大きな前進だと思ってお

ります。ぜひ、資料３の概要版でも、地域共生社会を目指していくという、そこら辺の

視点を入れていただけたらなというのが１点です。 

あと、提言４の参加の支援のことについて、私どもも、区市町村社協の皆さんと、参

加の支援のことについて悩みを聞いておりますと、一つの視点として、参加の支援の場

を、周りのああだこうだと考えてつくっていくというのもあるんですけれど、当事者の

方にも、参加の支援の場づくりそのものに参加してもらうということもあるのかなと思

います。そういった視点も含めて、地域共生社会づくりという概念を、提言４とか、あ

るいは６と７のところについてもどんどん取組みとして活かしていっていただきたく思

います。先ほど中島委員が貴重な「どうしても問題と見がちだよね」というところの、
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相談員の持つべきスキルにおいても地域共生社会という視点のものを、どんどんこれか

ら膨らませていくべきだと思います。とにもかくにも、皆さんがおっしゃるように、こ

こまで出発点としてつくり上げてくださったということ自体が、まずスタートだと思い

ますので、これから、そういったところに進んでいければと思っております。私からは

以上です。 

○笠井会長 森委員、ありがとうございました。 

ほかにはよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

皆様から大変貴重な御意見をいただきまして、文言の修正等については、これから事

務局と私で調整させていただいて、取り入れさせていただきたいと思います。また、今

日の御意見は、具体的な文言の修正にとどまらず、施策についての御示唆などもたくさ

んありましたので、そうしたものについては今回の議事録にきちっと残して、また東京

都に具体策を検討していただきたいなと思っております。そして、これから、提言を取

りまとめるわけなんですけれども、最終的な調整等は、私と東京都にお任せいただいて

もよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ほかに御意見は大丈夫でしょう

か。 

それでは、今日の議論はここまでなんですが、東京都に一旦お戻しします。 

○小澤生活支援担当課長 ありがとうございました。長時間にわたりまして、本当に貴重

な御意見、活発に御議論いただきまして、ありがとうございました。 

事務局からの連絡事項でございます。今回いただいた御意見を踏まえまして、提言案

を修正したいと思います。結果、先生がおっしゃったように、施策そのものの部分は、

議事録への記載にさせていただく部分はあるかとは思いますが、極力、反映をさせてい

ただきまして、最後、８月以降に提言として取りまとめたものとさせていただき、お示

ししたいと考えています。事務局からは以上です。 

○笠井会長 事務局、ありがとうございました。それでは皆様、本日は大変貴重な御意見

を、提言案に対していただきまして、ありがとうございます。本日は閉会いたしますが、

皆様、くれぐれも今後ともお気をつけてお過ごしください。どうぞよろしくお願いしま

す。失礼いたします。 

（午後６時１３分 閉会） 


